
電話番号：0570-00-5901（全国一律料金）
受付時間：平日8:30～17:00 (土日祝日及び12月29日～１月３日を除く)

・　相談内容によっては、所轄の税務署へのご相談をお願いする場合があります。
・　税務署、業務センター室からのお尋ねに関するご質問については、所轄の税務署、
　業務センター室へお問い合わせください。
・　上記ナビダイヤルにつながらない場合は、所轄の税務署に電話して音声案内「１」
　を選択してください。

表示されますので、是非ご利用ください。

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、

令和７年１月からは、申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本（提出用）のみを提出（送

なお、申告書等をe-Tax（電子申告）で送信していただいた場合、控用に受付日時及び受付番号が

令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

していただきますよう、お願いします。

３月

１７日（月）、１８日（火）、２１日（金）、２５日（火）、２８日（金）

５日（水）、６日（木）、１１日（火）、１２日（水）、１４日（金）、１７日（月）

御坊税務署内の確定申告会場の開設期間は、

国税相談専用ダイヤルをご利用ください。

　混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要となります。
　なお、入場整理券はLINEアプリを通じたオンライン事前発行も可能です。

　令和７年2月1７日（月）から3月1７日（月）です（閉庁日を除く）。
　相談受付時間は、８時３０分から16時までです（混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります。）。

【確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です】

　※　相談開始は９時からです。

【問合せ先】　御坊税務署（御坊市薗430-3）　電話番号：0738-22-0695（代表）
※　上記代表番号にお掛けいただくと、自動音声によりご案内していますので、アナウンスに従い操作してください。

１０１・１０２会議室

日 程 受 付 時 間

　入場整理券の配付状況に応じて、早めに相談受付を終了する場合があります。

【土地等譲渡所得・贈与税の相談について】
　土地等譲渡所得及び贈与税の相談を希望される方は、相談担当者が確定申告会場に従事している次の日に
お越しください。

※　当会場は御坊市以外にお住まいの方につきましても、ご利用いただけます。

２月４日（火）から２月６日（木） ９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００

会 場

御坊市役所（御坊市薗350-2）

２月

国税に関するご質問・ご相談について

音声案内に沿って、次の「０」～「６」を選択します。

「０」 確定申告関係

「１」 所得税

「２」 源泉徴収、年末調整、支払調書

「３」 譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価

「４」 法人税

また、確定申告会場では原則ご自身のスマホで申告書を作成していただきます。

御坊税務署の確定申告会場について

収受日付印の押なつに関するお知らせ

税理士による無料相談会場について


